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新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う措置について 

 

 暑さもようやく一段落し、秋の気配が感じられる候となってまいりました。保護者の皆様には日頃よ

り本町の教育についてご理解とご協力を賜り、深く感謝しています。 

 さて、８月２７日(金)から２学期が始まりました。小学校において事前に感染者の学年等の情報をお

伝えしなかったために、多くの保護者・児童生徒の皆様に不安感を抱かせたことに対し、深くお詫び申

し上げます。今回の事態を教訓とし、今後教職員や児童生徒の感染者が確認された場合には、個人情報

の取り扱いに最大限留意しながら、迅速かつできる限り詳しい情報を提供いたします。また、濃厚接触

者やその疑いが強い方の登校を見合わせていただくなどの措置を引き続き取ってまいります。 

 学校と教育委員会は、学校が安全・安心の場であるという原点に帰り、学校での感染拡大防止に努め

てまいります。その一方で、学校は学びの場であるとともに、臨時休校や学級・学年閉鎖を行った場合

には、家庭生活にも大きな影響を与えてしまうこととなります。今後も学校は、朝の検温、正しいマス

クの着用、消毒・手洗いの徹底、ソーシャルディスタンスの確保等、基本的な感染症対策を徹底して行

います。 

しかし、それでも次のような事態となった場合は、速やかに臨時休校や学級・学年閉鎖を実施します

ので、お知らせします。 

臨時休校や学級・学年閉鎖をする場合 

・ 同一学級内に１名の感染者が判明し、複数の濃厚接触者の存在が疑われる場合 

・ 感染者が１名であっても、周囲に複数の風邪等の症状を有する者がいる場合 

・ 教職員が陽性となり、子ども達が濃厚接触者となる恐れが強い場合 等 

※ 休校、学級・学年閉鎖期間は状況により教育委員会が判断します。 

※ リモート授業など IT を活用した授業等の準備は整っていませんが、実施できるように努めま

す。 

 

感染症の拡大を防ぐためには、速やかな情報の把握と判断が必要となります。保護者の皆様のご協力

をお願いします。 
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